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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相手部材と潤滑油を介して摺接する合金鋳鉄製の摺動部材であって、
　その摺接面の一部に、レーザ光の照射を受けて合金鋳鉄が溶融・凝固した部位に形成さ
れた急冷凝固組織の表層部からなる硬質面部と、散点状に設けられた油溜まり用の凹部と
が表面に混在した混在部が形成され、当該混在部は、互いに独立して千鳥状に複数配設さ
れていることを特徴とする摺動部材。
【請求項２】
　請求項１記載の摺動部材において、
　上記混在部に対する上記凹部の占有面積率が５％以上９５％以下に設定されていること
を特徴とする摺動部材。
【請求項３】
　請求項１または２記載の摺動部材において、
　上記摺動部材は、レシプロ式エンジンのシリンダライナであり、
　上記混在部は、該シリンダライナの内周面のうち、ピストンが上死点にあるときのトッ
プリング位置からピストンが下死点にあるときのオイルリング位置に至る領域の少なくと
も一部に形成されていることを特徴とする摺動部材。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、相手部材と潤滑油を介して摺接する摺動部材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、下記特許文献１に示されるように、内周面にホーニング処理により形成された研
削痕を有するシリンダおよびシリンダライナおいて、上記研削痕が、円周方向に３０°以
下の角度をなして交差する第１の研削痕と、この第１の研削痕の間に設けられて、この第
１の研削痕の交差角度より５°以上大なる交差角をなして形成された第２研削痕とでなり
、かつ第１の研削痕の深さが第２の研削痕の深さより大に設定され、これらの研削痕が潤
滑油を溜めるための油溜まりとして利用されるように構成されたものが知られている。
【０００３】
　また、下記特許文献２に示されるように、鉄系合金の摺動材表面を、レーザ光等からな
る収束集中した高密度エネルギー源を用いて急速加熱して溶融させるのと同時に、この溶
融部に気体噴流を吹き付けることにより、油溜まりとなる微小深さの溝（凹部）を形成す
るとともに、上記急速加熱に伴い上記溝の周囲を焼き入れ硬化させることが行われている
。
【特許文献１】特開昭５９－１９６９５４号公報
【特許文献２】特開平２－２９４４２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１～２に開示されているように、ピストンが摺動するシリンダライナ等か
らなる摺動部材の内周面に、油溜まりとなるホーニングの研削痕またはレーザ加工溝を形
成した場合には、上記油溜まりから供給される潤滑油によって潤滑性が付与されるため、
摩擦抵抗（摩擦係数）を低下させることによって燃費を改善できるという利点がある。
【０００５】
　しかしながら、特定方向に延びる溝状の油溜まりを設けた上記特許文献１～２の構成で
は、エンジン作動時のピストンの上下動に伴い上記油溜まりに沿って潤滑油（エンジンオ
イル）が掻き出され、排気行程で燃焼室の外部に導出されたり、エンジンの膨張行程で発
生する燃焼ガスとともに燃焼したりすることに起因して、潤滑油の消費量が増大すること
が避けられないという問題がある。このため、シリンダライナ表面の油膜切れが生じ易く
、このことが、上記研削痕等を設けたことによる接触面積の減少（すなわち面圧の増大）
と相まって、シリンダライナの摩耗の進行を誘発するという問題があった。
【０００６】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、相手部材と潤滑油を介して摺接
する摺動部材において、その摺接面の摩耗を抑制するとともに、潤滑油の消費を抑制しつ
つ摺動抵抗を低減することにより、エンジンの耐久性や燃費の改善も可能とする摺動部材
を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するためのものとして、本発明は、相手部材と潤滑油を介して摺接する
合金鋳鉄製の摺動部材であって、その摺接面の一部に、レーザ光の照射を受けて合金鋳鉄
が溶融・凝固した部位に形成された急冷凝固組織の表層部からなる硬質面部と、散点状に
設けられた油溜まり用の凹部とが表面に混在した混在部が形成され、当該混在部は、互い
に独立して千鳥状に複数配設されていることを特徴とするものである（請求項１）。
【０００８】
　本発明によれば、合金鋳鉄の急冷凝固により焼入れ硬化された硬質面部と油溜まり用の
凹部とが表面に混在した混在部を摺接面の一部に形成したため、相手部材との摺動による
摩耗の発生を効果的に抑制しつつ、潤滑性を良好に維持して摩擦抵抗を効果的に低減でき
るという利点がある。しかも、上記油溜まり用の凹部を混在部の表面に散点状に設けるよ
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うにしたため、特定方向に延びる溝状の油溜まりを摺接面に設けた上記特許文献１～２の
構成と異なり、油溜まりに沿って潤滑油が掻き出されることを回避することができ、潤滑
油の消費量を効果的に低減することができる。
【０００９】
　さらに、合金鋳鉄へのレーザ光の照射により、焼入れ硬化された硬質面部と油溜まり用
の凹部とを同時に形成できるため、容易かつ迅速に上記混在部を形成することができる。
【００１０】
　また、凹部を有する複数の混在部を互いに独立する状態で（千鳥状に）配設したため、
当該混在部を連続的に設けた場合と異なり、例えばエンジン気筒内の燃焼ガスのような被
密閉体が上記混在部の設置部を通じて吹き抜けてしまうことを効果的に抑制しつつ、上記
凹部に保持される潤滑油によって潤滑性を良好に維持できるという利点がある。
【００１１】
　上記混在部に対する上記凹部の占有面積率は、５％以上９５％以下に設定されているこ
とが好ましい（請求項２）。
【００１２】
　これにより、上記凹部と硬質面部とを適正な割合で混在させて耐摩耗性と潤滑性とを好
適に両立させることができる。
【００１３】
　上記摺動部材は、レシプロ式エンジンのシリンダライナであり、上記混在部は、該シリ
ンダライナの内周面のうち、ピストンが上死点にあるときのトップリング位置からピスト
ンが下死点にあるときのオイルリング位置に至る領域の少なくとも一部に形成されている
ことが好ましい（請求項３）。
【００１４】
　このようにすれば、シリンダライナの内周面のうちピストンと摺動する部分に対して耐
摩耗性と潤滑性とを好適に付与することができる。この結果、ピストンとの摺動によって
シリンダライナが摩耗するのを効果的に抑制できるとともに、潤滑油（エンジンオイル）
の消費量が増大するのを防止しながらピストンとシリンダライナとの摺動抵抗を効果的に
低減でき、もって燃費を改善できるという利点がある。
【発明の効果】
【００１５】
　以上説明したように、本発明によれば、相手部材と潤滑油を介して摺接する摺動部材に
おいて、その摺接面の摩耗を抑制するとともに、潤滑油の消費を抑制しつつ摺動抵抗を低
減することができる。したがって、例えばエンジンの耐久性や燃費を効果的に改善するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　図１は、本発明に係る摺動部材の一実施形態を示している。この摺動部材は、エンジン
のシリンダブロック１に挿入されて保持されるシリンダライナ２により構成され、その内
周面に沿ってピストン３が図１の仮想線で示す下死点位置から実線で示す上死点位置に昇
降変位するようになっている。このシリンダライナ２は、合金鋳鉄により形成され、上記
ピストン３の上死点位置から下死点位置に至る領域Ａ、より具体的には、ピストン３が上
死点にあるときのトップリング６ａの位置からピストン３が下死点にあるときのオイルリ
ング６ｂの位置に至る領域Ａに、後述するレーザ加工によって形成された複数の混在部１
０を有している。
【００１７】
　図２（ａ）は図１のα部の拡大断面図、図２（ｂ）は当該部の平面図である。これら図
２（ａ）（ｂ）に示すように、上記混在部１０は、レーザ光の照射を受けて溶融・凝固し
た部位に形成された急冷凝固組織１１の表層部からなる硬質面部１２と、平面視で散点状
に設けられた複数の凹部１３とが表面に混在した構造を有しており、このうちの凹部１３
が潤滑油（エンジンオイル）を溜めるための油溜まりとして利用されるようになっている
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。
【００１８】
　上記シリンダライナ２を製造するには、まず図外の鋳造工程において、図３（ａ）に示
すようなシリンダライナ用素材２ａを成形した後、これを例えば不図示のアルミニウム合
金製シリンダブロックに圧入するか、あるいは、当該アルミニウム合金製シリンダブロッ
クに上記シリンダライナ用素材２ａを鋳込んで一体化する。そして、図３（ｂ）に示すよ
うに、シリンダライナ用素材２ａ内にホーニング砥石４を挿入して所定速度で回転させつ
つ昇降駆動することにより、上記シリンダライナ用素材２ａの内周面を荒加工する。
【００１９】
　次いで、図３（ｃ）に示すように、パルス式ＹＡＧレーザ加工機５を使用して上記シリ
ンダライナ用素材２ａの内周面を部分的に溶融・凝固させることにより、当該レーザ加工
部に上記急冷凝固組織１１を形成する。その後、図３（ｄ）に示すように、ホーニング砥
石４を用いて上記シリンダライナ用素材２ａの内周面を平滑に仕上げる仕上げ加工を施す
ことにより、図１に示すような複数の混在部１０を有したシリンダライナ２を形成する。
【００２０】
　上記パルス式ＹＡＧレーザ加工機５は、ネオジウムをドープしたＹＡＧ（イットリウム
－アルミニウム－ガーネット）結晶を発振媒体として用いた従来周知の固定式レーザであ
って、加工性能が高いとともにピーク出力が高く、かつガラス中で減衰をほとんど生じな
いため、光ファイバーによるパワー伝送が可能である等の特徴を有している。このパルス
式ＹＡＧレーザ加工機５のレーザ光照射部５ａから上記シリンダライナ用素材２ａの内周
面に向けてレーザ光が照射されると、当該レーザ光の照射を受けた部分の金属（合金鋳鉄
）が溶融して再凝固し、それによって図４（ａ）～（ｃ）の写真に示すように、複雑な凹
凸形状を表面に有する（多数の凹部１３を有する）急冷凝固組織１１が形成されるように
なっている。そして、図３（ｃ）に示すように、上記パルス式ＹＡＧレーザ加工機５を、
シリンダライナ用素材２ａ内に挿入した状態で、矢印Ｄに示すように一定速度で旋回させ
るとともに、矢印Ｅに示すように一定速度で下降させながら、上記シリンダライナ用素材
２ａの内周面にレーザ光を間欠的に照射することにより、上記急冷凝固組織１１の形成部
（後の混在部１０）を、互いに独立した状態で（千鳥状に）複数形成する。
【００２１】
　図５は、上記パルス式ＹＡＧレーザ加工機５から照射されたレーザ光を受けた部位に混
在部１０が形成される様子を示している。まず、シリンダライナ用素材２ａが図５（ａ）
の矢印で示されるレーザ光の照射を受けると、当該部分の金属が溶融温度まで急加熱され
て溶融した後、上記レーザ光の照射が停止されるのに応じて当該溶融部の熱が周縁部に急
激に吸収され、その結果図５（ｂ）に示すように、表面が波打つような状態で金属が再凝
固して凹凸状の急冷凝固組織１１が形成される。そして、この状態で図３（ｄ）に示した
ホーニング砥石４による仕上げ加工が施されることにより、図５（ｃ）に示すように、上
記凹凸部の山に対応する部分が除去されて当該部分に平坦面からなる硬質面部１２が形成
されるとともに、上記凹凸部の谷に対応する部分に凹部１３が形成され、これら硬質面部
１２および凹部１３が表面に混在した混在部１０が形成されることになる。この凹部１３
の表面積（および深さ）は、上記パルス式ＹＡＧレーザ加工機５のレーザ出力を変更する
ことによって調整することができる。例えば、レーザ出力を小さくすれば、金属が再凝固
する際の凹凸量を少なくすることができ、その結果図６に示すように、相対的に小さな凹
部１３を有する混在部１０を形成することができる。すなわち、上記レーザ出力を変化さ
せることにより、混在部１０に対する上記凹部１３の占有面積率を調整できるようになっ
ている。
【００２２】
　上記のように、急冷凝固により焼入れ硬化された硬質面部１２と油溜まり用の凹部１３
とが表面に混在した混在部１０を、シリンダライナ２の内周面のうちピストン３の上死点
位置から下死点位置に至る領域Ａに形成したため、このシリンダライナ２の内周面がピス
トン３との摺動によって摩耗するのを効果的に抑制しつつ、当該内周面の潤滑性を良好に
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維持してピストン３との摩擦抵抗を効果的に低減できるという利点がある。
【００２３】
　すなわち、上記ピストン３の上死点位置から下死点位置に至る領域Ａは、エンジン作動
時に高速で上下動するピストン３との摺接面であるため、耐摩耗性とともに潤滑性（低摩
擦性）が要求される部位であるが、上記のように当該領域Ａにレーザ光を照射して混在部
１０を設けるようにすれば、焼入れ硬化された硬質面部１２の存在により上記領域Ａの摩
耗を効果的に抑制できるとともに、油溜まり用の凹部１３から供給される潤滑油（エンジ
ンオイル）によって上記領域Ａの潤滑性を充分に確保することができる。そして、このよ
うに摩耗を抑制しかつ潤滑性（低摩擦性）を確保することで、エンジンの耐久性を向上さ
せるとともに、ピストン３の摺動抵抗を下げて燃費の改善を効果的に図ることができる。
【００２４】
　さらに、上記構成では、油溜まり用の凹部１３が混在部１０の表面に散点状に設けられ
ているため、特定方向に延びる溝状の油溜まりを摺接面に設けた上記特許文献１～２の構
成と異なり、油溜まり（溝）に沿って潤滑油が掻き出されるという事態を生じることがな
い。したがって、上記領域Ａの摩耗が抑制されることとの相乗効果で潤滑油の消費量を効
果的に抑制できるという利点がある。
【００２５】
　また、上記実施形態のように、レーザ加工機５を使用してシリンダライナ用素材２ａの
内周面を部分的に溶融・凝固させることによって急冷凝固組織１１を形成するとともに、
上記溶融・凝固の過程で生じた表面の凹凸形状を利用して上記凹部１３を形成するように
した場合には、上記急冷凝固組織１１の表層部からなる硬質面部１２と上記油溜まり用の
凹部１３とを上記レーザ光の照射によって同時に形成できるため、容易かつ迅速に上記混
在部１０を形成できるという利点がある。
【００２６】
　また、上記実施形態のように、凹部１３を有する複数の混在部１０を互いに独立する状
態で（千鳥状に）配設した場合には、例えば当該混在部１０をシリンダライナ２の周方向
に沿って連続的に設けた場合と異なり、エンジン気筒内の燃焼ガスが上記混在部１０の設
置部を通じて吹き抜けてしまうことを効果的に抑制しつつ、上記凹部１３から供給される
潤滑油によって潤滑性を充分に確保できるという利点がある。
【００２７】
　次に、上記のように硬質面部１２と凹部１３とが表面に混在した混在部１０をシリンダ
ライナ２からなる摺動部材に形成することによる効果を確認するために行った実験例につ
いて以下に説明する。
【００２８】
　この実験では、まず、パルス式ＹＡＧレーザ加工機５を使用して平均出力７ｍＪ、周波
数５０００Ｈｚのレーザ光を、加工速度１０ｍ／ｍｉｎの加工速度で合金鋳鉄からなるシ
リンダライナ用素材２ａに間欠的に照射することにより、上記シリンダライナ用素材２ａ
の内周面に複数の混在部１０を千鳥状に配設するとともに、これら各混在部１０に対する
凹部１３の占有面積率、つまり凹部１３の合計面積が各混在部１０の表面積に対して占め
る割合が５％になるように形成する。一方、上記混在部１０の占有面積率、つまり各混在
部１０の合計面積がシリンダライナ２の領域Ａ（図１）の全表面積に対して占める割合は
、２０％に設定する。なお図４（ａ）は、このように混在部１０の占有面積率が２０％で
ある場合の写真を示しており、このときの各混在部１０の大きさは、長さ寸法（シリンダ
ライナ２の周方向の寸法）が２ｍｍ、幅寸法（シリンダライナ２の軸方向の寸法）が０．
１ｍｍの大きさをなしている。上記加工条件によって形成した混在部１０の硬質面部１２
（急冷凝固組織１１の表面部）の硬さを測定したところ、レーザ加工前の硬度Ｈｖ２３０
（ビッカース硬さ）からＨｖ７５０に大幅に上昇していることが確認された。
【００２９】
　そして、上記のような混在部１０が形成されたシリンダライナ用素材２ａを、図５に示
すように、２０ｍｍの幅寸法と１３０ｍｍの長さとを有する試験片７に切除し、摺動面に
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クロム（Ｃｒ）メッキを施した鋼製のピストンリング６を、１４７Ｎの荷重で上記試験片
７に当接させつつ、かつ実験開始前に０．２ｃｃのエンジンオイル（型番１０Ｗ２０）を
滴下してこれを略均一に引き伸ばした状態で、６０分間に亘り長さ方向に往復動させるこ
とにより、摩擦係数（μ）の変化状態を測定する実験を行ったところ、本発明の実施例１
のデータとして図８に示すようなデータが得られた。なお、本実験における摺動速度は、
ピストンリング６の往復動に応じて左右端で一旦０ｍ／ｓとなり、中央部で最高速度が０
．８ｍ／ｓとなる場合の平均のものである。
【００３０】
　上記実施例１の実験データから、油溜まり用の凹部１３を有する混在部１０をシリンダ
ライナ２の内周面に形成することにより、シリンダライナ２とピストンリング６との摩擦
係数を、上記混在部１０に凹部１３を設けなかった比較例１（すなわち、混在部１０の表
面部を全て硬質面部１２で構成した場合）における実験データと比べて、０．０１程度低
減できることが確認された。すなわち、混在部１０に凹部１３を設けた実施例１によれば
、凹部１３を設けなかった比較例１に比べて約１０％の摩擦低減効果が得られることが確
認された。したがって、上記のように摺動部材の潤滑性が要求されるシリンダライナ２の
領域Ａに、油溜まり用の凹部１３を有する複数の混在部１０を互いに独立した状態で配設
することにより、上記領域Ａに沿ってピストンリング６が高速で摺動する際にその抵抗を
効果的に低減できることが分かった。
【００３１】
　次いで、上記各混在部１０の合計面積が全表面積に対して占める割合（混在部１０の占
有面積率）を２０％に固定した上で、これら各混在部１０の表面部に設けられる凹部１３
の大きさを、上記パルス式ＹＡＧレーザ加工機５におけるレーザ出力の増減等に応じて種
々に変化させることにより、上記混在部１０に対する凹部１３の占有面積率を変化させ、
当該占有面積率の変化に伴う上記摩擦係数の変化状態を計測する実験を行ったところ、図
９に示すようなデータが得られた。この図９の結果から、上記凹部１３の占有面積率を５
％，４０％，９５％に設定した実施例１～３では、凹部１３の占有面積率を０％に設定し
た（すなわち、凹部１３を設けなかった）比較例１に比べて、いずれも摩擦係数を低減で
きることが確認された。一方、凹部１３の占有面積率を１００％に設定した比較例２（す
なわち、混在部１０を全て凹部１３で構成したもの。なお、このような構成は、レーザ光
の照射を受けて溶融した部位に窒素ガス等のアシストガスを吹付けて当該溶融部分を除去
することによって得ることができる。）との比較においては、上記実施例１～３における
摩擦係数の値に大きな差は見られなかった。このことから、上記油溜まり用の凹部１３の
占有面積率を５％以上に設定すれば、この凹部１３を最大限に設けた上記比較例２とほと
んど変わらない充分な摩擦低減効果が得られることが確認された。
【００３２】
　次に、上記実施例１～３および比較例１～２と同じ試験片７（すなわち、凹部１３の占
有面積率が０，５，４０，９５，１００％にそれぞれ設定された試験片７）に対してピス
トンリング６を往復動させ、各試験片７における摩耗量を測定することにより、上記凹部
１３の占有面積率の変化に応じて摩耗量がどのように変化するかを調べる実験を行った。
この実験では、試験片７の摩耗を促進するために無添加のベースエンジンオイルを使用す
るとともに、上記ピストンリング６の当接荷重を３９２Ｎに設定した。そして、当該条件
下で６０分間に亘りピストンリング６を往復動させ、それによって生じた試験片７の摩耗
量を測定したところ、図１０に示すようなデータが得られた。なお、図１０における摩耗
断面積とは、試験片７の表面に形成された摩耗消失部分の長さ方向の断面積を幅方向に亘
って平均化した値である。
【００３３】
　上記図１０のデータから、上記各混在部１０に対する凹部１３の占有面積率を５％，４
０％，９５％に設定した実施例１～３では、上記凹部１３の占有面積率を１００％に設定
した（すなわち、混在部１０が全て凹部１３で構成されているために硬質面部１２が存在
しない）比較例２に比べて、シリンダライナ２の摩耗量（摩耗断面積）を顕著に減少させ
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わち、混在部１０の表面部を全て硬質面部１２で構成した）比較例１との比較においては
、上記実施例１～３における摩耗断面積の値に大きな差は見られなかった。このことから
、上記凹部１３の占有面積率を９５％以下に設定すれば（換言すると、硬質面部１２の占
有面積率を５％以上に設定すれば）、耐摩耗性の硬質面部１２を最大限に設けた上記比較
例１とほとんど変わらない充分な摩耗低減効果が得られることが確認された。
【００３４】
　図１１は、上記図９および図１０のデータをまとめて示したものである。この図１１を
参照すれば明らかなように、混在部１０に対する凹部１３の占有面積率を５％～９５％の
範囲に設定すれば、摩擦係数と摩耗断面積との両方を低減できることが分かる。すなわち
、凹部１３の占有面積率を５％～９５％の範囲に設定することにより、混在部１０の表面
部において油溜まり用の凹部１３と耐摩耗性の硬質面部１２とを適正な割合で混在させて
潤滑性と耐摩耗性とを好適に両立させることができることが分かった。
【００３５】
　なお、上記実施形態では、混在部１０の占有面積率、すなわち、各混在部１０の合計面
積がシリンダライナ２の領域Ａ（図１）の全表面積に対して占める割合を２０％に固定し
たが、この混在部１０の占有面積率は２０％に限らず、適宜の値に設定可能である。ただ
し、潤滑性と耐摩耗性とのバランスや、混在部１０の面積率の増大（すなわち凹部１３の
面積率の増大）に伴い潤滑油の消費量が増大すること等を考慮すると、この混在部１０の
占有面積率は５％以上５０％以下が好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明に係る摺動部材の一実施形態を示す説明図である。
【図２】上記摺動部材としてのシリンダライナの内周面に形成された混在部の詳細図であ
り、（ａ）は断面図、（ｂ）は平面図である。
【図３】上記シリンダライナの製造方法を示す工程図である。
【図４】（ａ）は急冷凝固組織（混在部）が形成されたシリンダライナの内周面の写真、
（ｂ）は当該急冷凝固組織の詳細を示す平面写真、（ｃ）はその断面写真である。
【図５】上記シリンダライナに混在部が形成される過程を説明するための図である。
【図６】レーザ出力を変えて混在部を形成した例を示す図である。
【図７】本発明に係る摺動部材の摩擦係数を測定するための実験装置の具体例を示す説明
図である。
【図８】試験時間に応じて変化する摩擦係数の測定データを示すグラフである。
【図９】混在部の専有面積率と摩擦係数との対応関係を示す表である。
【図１０】混在部の専有面積率と摩耗断面積との対応関係を示す表である。
【図１１】図９および図１０のデータをまとめて表示したグラフである。
【符号の説明】
【００３７】
　２　シリンダライナ（摺動部材）
　３　ピストン
　５　レーザ加工機
　６ａ　トップリング
　６ｂ　オイルリング
　１０　混在部
　１１　急冷凝固組織
　１２　硬質面部
　１３　凹部
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